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障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 に お け る 日 常 生 活 に 資 す る 費 用 の 取 扱 い に

つ い て  

                                                   平成18年12月 6 日  障発第 1206002 号            

                          各都道府県知事宛  厚生労働省社会 ・ 援護局障害保健福祉部長通知 

   

 障害者自立支援法による療養介護 、 生活介護 、 児童デイサービス 、 短期入所 、 共同生活介護 、 自立訓練 （ 機能訓練 、 自立訓

練 （ 生活訓練 、 就労移行））支援 、 就労継続支援 Ａ 型 、 就労継続支援Ｂ型及び共同生活援助並びに施設入所支援 （ 以下 「 障害福

祉サービス等 」 と い う 。） の提供に当た っ て 、 当該障害福祉サービス等に係る利用者負担額のほか 、 利用者から受け取る こ と

が認められる費用の取扱いについては 、 「 障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に

関する基準 」 （ 平成18年厚生労働省令第 171 号 ） 及び 「 障害者自立支援法に基づ く 指定障害者支援施設等の人員 、 設備及び運

営に関する基準 」 （ 平成18年厚生労働省令第 172 号 ） において規定されている と こ ろであるが 、 障害福祉サービス等において

提供される便宜の う ち 、 「 日常生活において も通常必要と なる ものに係る費用であっ て 、 支給決定障害者に負担させる こ とが

適当と認められる もの 」 （ 以下 「 その他の日常生活費 」 と い う 。） の具体的な取扱いについて下記のと お り定めたので 、 御了

知の上 、 貴管内市町村 、 関係機関等に周知徹底を図る と と もに 、 その運用に遺憾のないよ う に されたい 。  

 なお 、 平成18年 ３ 月31日付け障発第 0331018 号当職通知 「 特定費用の取扱いについて 」 は平成18年 ９ 月30日限り廃止する 。  

記 
１  「 その他の日常生活費 」 の趣旨 
  「 その他の日常生活費 」 は 、 利用者の自由な選択に基づき 、 事業者又は施設が障害福祉サービス等の提供の一環と し て提    

供する日常生活上の便宜に係る経費がこれに該当する 。  
  なお 、 事業者又は施設によ り行われる便宜の供与であっ て も 、 サービスの提供と関係のないもの ( 利用者の贅沢品や嗜好  

品の購入等 ) については 、 その費用は 「 その他の日常生活費 」 とは区別されるべき ものである 。  
２  「 その他の日常生活費 」 の受領に係る基準 
  「 その他の日常生活費 」 の趣旨にかんがみ 、 事業者又は施設が 、 利用者から 「 その他の日常生活費 」 の徴収を行 う に当 

た っ ては 、 次に掲げる基準が遵守されなければな ら ないものとする 。  
（ １ ） 「 その他の日常生活費 」 の対象と なる便宜と 、 介護給付費又は訓練等給付費 （ 以下 「 介護給付費等 」 と い う 。） の対   

象と な っ ているサービス との間に重複関係がないこ と 。  
（ ２ ） 介護給付費等の対象と な っ ているサービス と明確に区分されない曖昧な名目による費用の受領は認められないこ と 。   

し たがっ て 、 お世話料 、 管理協力費 、 共益費 、 施設利用補償金と いったあやふやな名目の費用の徴収は認められず 、 費

用の内訳が明らかにされる必要がある こ と 。  
（ ３ ） 「 その他の日常生活費 」 の受領については 、 利用者に事前に十分な説明を行い 、 その同意を得なければな ら ないこ と 。  
（ ４ ） 「 その他の日常生活費 」 の受領は 、 その対象と なる便宜を行 う ための実費相当額の範囲内で行われるべき ものである 

こ と 。  
（ ５ ） 「 その他の日常生活費 」 の対象と なる便宜及びその額は 、 事業者又は施設の運営規程において定められなければな ら  

ず 、 また 、 サービスの選択に資する と認められる重要事項と し て 、 当該事業者又は施設の見やすい場所に掲示されなけれ 
ばな ら ないこ と 。 ただ し 「 その他の日常生活費 」 の額に 、 ついては 、 その都度変動する性質のものである場合には 、 「 実 
費 」 と い う 形の定め方が許される ものである こ と 。  

３  「 その他の日常生活費 」 の具体的な範囲 
 （ １ ） 利用者の希望によ っ て 、 身の回り品と し て日常生活に必要な ものを事業者又は施設が提供する場合に係る費用 
 （ ２ ） 利用者の希望によ っ て 、 教養娯楽等と し て日常生活に必要な ものを事業者又は施設が提供する場合に係る費用 
４  留意事項 
 （ １ ） ３ の （ １ ） に掲げる 「 身の回り品と し て日常生活に必要な もの 」 とは 、 一般的に利用者の日常生活に最低限必要と考  

え られる物品 ( 例えば 、 歯ブ ラ シや化粧品等の個人用の日用品等 ) であっ て 、 利用者の希望を確認し た上で提供される も

のをい う 。 し たがっ て 、 こ う し た物品を事業者又は施設がすべての利用者に対し て一律に提供し 、 すべての利用者からそ

の費用を画一的に徴収する こ とは認められない ものである 。  
（ ２ ） ３ の （ ２ ） に掲げる 「 教養娯楽等と し て日常生活に必要な もの 」 とは 、 例えば 、 事業者又は施設が障害福祉サービス

等の提供の一環と し て実施する ク ラ ブ活動や行事における材料費 、 入浴に係る費用等が想定される ものであ り 、 すべての

利用者に一律に提供される教養娯楽に係る費用 （ 共用の談話室等にあるテ レビやカ ラオケ設備の使用料等 ） について 、

「 その他の日常生活費 」 と し て徴収する こ とは認められないものである 。  
５  「 その他の日常生活費 」 と区別されるべき費用の取扱い 

預り金の出納管理に係る費用については 、 「 その他の日常生活費 」 とは区別されるべき費用である 。 預り金の出納管理に

係る費用を利用者から徴収する場合には 、  
（ １ ） 責任者及び補助者が選定され 、 印鑑と通帳が別々に保管されている こ と 、  
（ ２ ） 適切な管理が行われている こ との確認が複数の者によ り常に行える体制で出納事務が行われる こ と 、  
（ ３ ） 利用者との保管依頼書 ( 契約書 ) 、 個人別出納台帳等 、 必要な書類を備えている こ と  
 等が満た され 、 適正な出納管理が行われる こ とが要件と なる 。  
  また 、 利用者から出納管理に係る費用を徴収する場合にあっ ては 、 その積算根拠を明確に し 、 適切な額を定める こ と と   

し 、 例えば 、 預り金の額に対し 、 月当た り一定割合とするよ う な取扱いは認められないものである 。 預り金の出納管理に

係る費用のほか 「 その他の日常生活費 」 と区別されるべき費用と し ては 、 利用者個人の希望による嗜好品 、 贅沢品の購入

に係る費用 、 障害者支援施設における入退所時の送迎に係る費用などが考え られる 。  
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６  利用者等に金銭の支払を求める場合の考え方 
  障害福祉サービス等の提供に要する費用と し て介護給付費等に含まれる ものについては 、 利用者から徴収する こ とは   

できない 。 介護給付費等の対象に含まれない費用については 、 利用者から金銭を徴収する こ とが可能と されている 。  
  また 、 利用者から金銭を徴収する こ とができ るのは 、 当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させる もので 

あっ て当該利用者に支払を求める こ とが適当である ものに限られる ものである 。 金銭の支払を求める際は 、 当該金銭の 
使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によ っ て明らかにする と と もに 、 利用者の同意を得な 
ければな ら ないものである 。  

７  特定旧法指定施設における日常生活に要する費用の取扱いについて 
  特定旧法指定施設における指定旧法施設支援の提供に当た っ て 、 当該障害福祉サービス等に係る利用者負担額のほか 、   

利用者から受け取る こ とが認められる費用の取扱いについては 、 障害者自立支援法の一部の施行に伴 う 厚生労働省関係 
省令の整備等に関する省令 （ 平成 18 年厚生労働省令第 169 号 。 以下 「 整備省令 」 と い う 。） による廃止前の指定身体 
障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 （ 平成 14 年厚生労働省令第 79 号 ） 及び整備省令による廃止前の指定 
知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 （ 平成 14 年厚生労働省令第 81 号 ） において規定されている と こ  
ろであるが 、 その具体的な取扱いについては 、 上記 １ から ６ までの規定に準じ た取扱い とする こ と 。                  


